
＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○複数の集落協定を統合し集落営農組織の法人化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 大分県中津市本耶馬溪町 西谷上
ほんやばけいまち にしたにかみ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
17ha 水稲、そば

交 付 金 額 個人配分 37％
361万円 共同取組活動 鳥獣害防止対策及び水路農道等維持管理費 12％

（63％）
農業生産活動等体制整備に向けた活動等の経費 13％

共同機械購入に係る積立・繰越 28％

各担当者の活動に対する経費 8％

事務費 2％

協定参加者 農業者 45人

２．取組に至る経緯

当集落は、農地の圃場整備がなされているものの、小区画・不整形であるため農業生

産条件が悪く、農家の高齢化や過疎化も進行していた。

集落の農業生産活動等を維持していくために、集落機能の維持を第一の課題とし、本

制度への参加が、集落の将来にとって極めて重要な取組になると考えられたことから、

第一期対策より４集落がそれぞれで協定を締結していた。

そのような中、平成１６年３月に、高齢化による耕作放棄地の増加や農業機械の過剰

投資を抑制するため、農業機械の共同化と農作業受託を行う任意組合として、４集落か

らなる「合良あい耕社」の設立を契機に、第二期対策からは４集落協定を統合し、農業

生産活動等を行っている。

３．取組の内容

「合良あい耕社」を将来的な農地の受け皿

と位置付け、法人化に向けた検討・準備を進

め、平成２０年４月１９日に法人設立総会を

開催し、同年５月１５日に「農事組合法人西

谷あい耕社」として設立登記を行った。

その後、平成２１年１月にトラクターを導

入し、耕起作業やそばの播種作業を行うとと

もに、基幹３作業（耕起、田植、稲刈）の一

括作業受託による受託作業面積の拡大を図っ

た。 集落営農組織による収穫作業



［集落の将来像]
○集落協定を一本化したことで、交付金額が大きくなり、人材も増えたことから活動の幅が広がった。
交付金の配分を共同取組に重点を置き、農道や水路の整備、集落営農組織の活動の充実を図っていく。

○地域の農地は地域で守っていくため、受け皿となる集落営農組織の営農体制を確立していく。

［将来像を実現するための活動目標]
○農地の耕作を行い水路、農道の定期的な管理を行う。
○多面的機能増進活動として、水田裏作のレンゲを作付けする。
○営農体制の確立。
［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 水田裏作として緑肥作物 集落を基礎とした集落営農組織
（田17ha） の作付け の育成

（レンゲ 約10ha） （基幹作業の受託9.5ha実施、
個別対応 目標10ha実施)

共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路5.5km 年1回

清掃、草刈り 担い手への農作業の委託
・道路1.6km 年2回 草刈り （集落の認定農業者に収穫作業

を1ha委託）
共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時） 加算措置としての取組等

共同取組活動 法人設立加算
（平成20年5月15日設立登記）

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

今後も高齢化が進行し、営農組織の持つ農業の「受け皿」としての機能は重要性を増

していくことから、地域の３年先、５年先を見据えて、今できることを検討してきた。

法人の設立により、地域住民から未来永劫、安心して農地を預けられ、米価下落への

対応等、組織運営の安定化を図れる地域の仕組みを確立するとともに、遊休農地を活用

した新規品目の導入等、新たな活動を展開していきたい。

［平成21年度までの主な成果］

○ 基幹的農作業（耕起、田植え、収穫）の受託による効率化

・受託面積（協定認定時２ha、６ha（H17～H20）、9.5ha（H21 30%以上の増））

○ 鳥獣害防止対策として集落全域に防護柵を設置（H20 4.8km、H21 1.6km）


